
番号 832
特定事業の名称 インターネット等のみを用いて授業を行う大学における校舎等施設に係る要件の弾力化に

よる大学設置事業
措置区分 省令
特例措置を講ず
べき法令等の名
称及び条項

大学通信教育設置基準第10条第２項
大学設置基準第36条第１項第２号及び第３号
大学院設置基準第19条、第24条第１項及び第29条

特例措置を講ず
べき法令等の現
行規定

大学通信教育設置基準第10条
２　前項の校舎等の施設の面積は、別表第二のとおりとする。(別表第二＝略)
大学設置基準
第36条　大学は、その組織及び規模に応じ、少なくとも次に掲げる専用の施設を備えた校
舎を有するものとする。ただし、特別の事情があり、かつ、教育研究に支障がないと認めら
れるときは、この限りでない。
　一 　（略）
　二 　研究室、教室（講義室、演習室、実験・実習室等とする。）
　三 　図書館、医務室、学生自習室、学生控室
２～６ 　　（略）
大学院設置基準
第19条　大学院には、当該大学院の教育研究に必要な専用の講義室、研究室、実験・実
習室、演習室等を備えるものとする。ただし、特別の事情があり、かつ、教育研究に支障が
ないと認められるときは、この限りではない。
第24条　独立大学院は、当該大学院の教育研究上の必要に応じた十分な規模の校舎等
の施設を有するものとする。
２　（略）
第29条　通信教育を行う課程を置く大学院は、添削等による指導並びに印刷教材等の保
管及び発送のための施設について、教育に支障のないようにするものとする。

特例措置の内容 １．地方公共団体の設定する構造改革特別区域において、インターネット大学の設置を促
進する必要があると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該
大学の教育研究に支障がないと認められる場合に限り、大学通信教育設置基準第10条第
２項に規定する校舎等施設の面積によらずに、インターネット大学等を設置することができ
る。この特例によって設置されたインターネット大学が、当該大学の学部等を新たに設置
し、又は収容定員を変更する場合も、同様とする。
２．地方公共団体の設定する構造改革特別区域において、インターネット大学院大学の設
置を促進する必要があると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたとき
は、当該大学の教育研究に支障がないと認められる場合に限り、大学設置基準第36条第
１項第２号及び第３号並びに大学院設置基準第19条、第24条第１項及び第29条に規定す
る施設を備えなくても、インターネット大学院大学を設置することができる。この特例によっ
て設置されたインターネット大学院大学が、当該大学の研究科等を新たに設置し、又は収
容定員を変更する場合も、同様とする。

同意の要件 特になし
特例措置に伴い
必要となる手続き

特になし

※大学(学部)については、規制所管省庁において、教員と学生との対面性を補完しうる方策などインターネット
大学に関する課題について、専門的な見地から十分な検討を行った上で、平成25年度中を目途に全国展開を
行うこととされている。



番号 907-1
特定事業の名称 民間事業者による特別養護老人ホーム設置事業
措置区分 法律
特例措置を講ず
べき法令等の名
称及び条項

老人福祉法第15条第１項から第５項まで

特例措置を講ず
べき法令等の現
行規定

・都道府県は、老人福祉施設を設置することができる。
・国及び都道府県以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労
働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、老人デイサービスセンター、老人短期
入所施設又は老人介護支援センターを設置することができる。
・市町村及び地方独立行政法人は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚
生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、養護老人ホーム又は特別養護老
人ホームを設置することができる。
・社会福祉法人は、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて、
養護老人ホーム又は特別養護老人ホームを設置することができる。
・国及び都道府県以外の者は、社会福祉法の定めるところにより、軽費老人ホーム又は老
人福祉センターを設置することができる。

地方公共団体が、その設定する特区の全部又は一部が属する特別養護老人ホーム不足
区域（介護保険法第118条第２項第１号の規定により都道府県が定める区域であって、当
該区域における特別養護老人ホームの入所定員の総数が、老人福祉法第20条の９第１項
の規定により都道府県が定める都道府県老人福祉計画において定める当該区域の特別
養護老人ホームの必要入所定員総数を下回る区域をいう。以下同じ。）において特別養護
老人ホームの設置を促進する必要があると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認
定を受けたときは、当該認定の日以後は、老人福祉法第15条第１項から第５項までの規
定にかかわらず、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（以
下「ＰＦＩ法」という。）に基づく選定事業者である法人は、当該特区内の特別養護老人ホー
ム不足区域において、厚生労働省令(※）に定めるところにより、都道府県知事（地方自治
法第252条の19第１項の指定都市及び同法第252条の22第１項の中核市においては、当
該指定都市又は中核市の長。以下同じ。）の認可を受けて、特別養護老人ホームを設置
することができる。
都道府県知事は、当該認可の申請があったときは、老人福祉法第17条第１項の規定によ
り都道府県（同法第34条の規定により同法第17条第１項の条例を指定都市又は中核市が
定めるものとされている場合にあっては、当該指定都市又は中核市）の条例で定める基準
に適合するかどうかを審査するほか、次に掲げる基準によって、その申請を審査しなけれ
ばならない。また、都道府県知事は、審査の結果、当該申請が基準に適合していると認め
るときは、認可を与えなければならない。
１．特別養護老人ホームを経営するために必要な経済的基礎があること。
２．特別養護老人ホームの経営者が社会的信望を有すること。
３．実務を担当する幹部職員が社会福祉事業に関する経験、熱意及び能力を有すること。
４．特別養護老人ホームの経理が他の経理と分離できる等その性格が社会福祉法人に準
ずるものであること。
５．脱税その他不正の目的で特別養護老人ホームを経営しようとするものでないこと。
都道府県知事は、当該認可を与えるに当たって、特別養護老人ホームの適正な運営を確
保するために必要と認める条件を付することができる。

※　当該認可を受けようとするＰＦＩ法に基づく選定事業者である法人は、施設の名称及び
所在地、入所定員や資産の状況等を記載した申請書等を、施設を設置しようとする地の都
道府県知事に提出しなければならないことを規定。（「厚生労働省関係構造改革特別区域
法施行規則」（平成15年厚生労働省令第58号））

同意の要件 特になし
特例措置に伴い
必要となる手続き

特になし

特例措置の内容



番号 934
特定事業の名称 指定小規模多機能型居宅介護事業所における障害児（者）の受入事業
措置区分 省令
特例措置を講ず
べき法令等の名
称及び条項

（１）指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成18
年厚生労働省令第34号）　第63条、第64条、第66条、第67条
（２）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定
障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成18年９月29日
厚生労働省令第171号） 第９章第５節 基準該当自立訓練（機能訓練）に関する基
準
（３）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定
障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第10章第５節 基
準該当自立訓練（生活訓練）に関する基準
（４）児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基
準（平成24年２月３日厚生労働省令第15号） 第２章第５節 基準該当児童発達支
援に関する基準
（５）児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基
準　第４章第５節　基準該当放課後等デイサービスに関する基準

特例措置を講ず
べき法令等の現
行規定

（１）（ア）第63条　指定小規模多機能型居宅介護の事業を行う者（以下「指定小
規模多機能型居宅介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所ごとに置くべき
指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たる従業者（以下「小規模多機能型居宅介
護従業者」という。）の員数は、夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定小規模
多機能型居宅介護の提供に当たる小規模多機能型居宅介護従業者については、常勤
換算方法で、通いサービスの提供に当たる者をその利用者の数が３又はその端数を
増すごとに１以上及び訪問サービスの提供に当たる者を１以上とし、夜間及び深夜
の時間帯を通じて指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たる小規模多機能型居宅
介護従業者については、夜間及び深夜の勤務に当たる者を１以上及び宿直勤務に当
たる者を当該宿直勤務に必要な数以上とする。
２（略）
３　第１項の小規模多機能型居宅介護従業者のうち１以上の者は、常勤でなければ
ならない。
４　第１項の小規模多機能型居宅介護従業者のうち１以上の者は、看護師又は准看
護師でなければならない。
５～９（略）
10　指定小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者に係る居宅サービス計画及び小
規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する介護支援専門員を置かなければな
らない。（略）
11～13（略）

（イ）第64条　指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介
護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。
（略）
（ウ）第66条　指定小規模多機能型居宅介護事業所は、その登録定員を25人以下と
する。
２　指定小規模多機能型居宅介護事業所は、次に掲げる範囲内において、通いサー
ビス及び宿泊サービスの利用定員を定めるものとする。
　一　通いサービス　登録定員の２分の１から15人まで
　二　宿泊サービス　通いサービスの利用定員の３分の１から９人まで
（エ）第67条　指定小規模多機能型居宅介護事業所は、居間、食堂、台所、宿泊
室、浴室、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備その他指定小規模多機能
型居宅介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
２　前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
　一　居間及び食堂　居間及び食堂は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを有す
ること。
  二　宿泊室
　　イ　１の宿泊室の定員は、１人とする。ただし、利用者の処遇上必要と認めら
れる場合は、２人とすることができるものとする。
　　ロ　１の宿泊室の床面積は、7.43平方メートル以上としなければならない。
　　ハ　イ及びロを満たす宿泊室（以下「個室」という。）以外の宿泊室を設ける
場合は、個室以外の宿泊室の面積を合計した面積は、おおむね7.43平方メートルに
宿泊サービスの利用定員から個室の定員数を減じた数を乗じて得た面積以上とする
ものとし、その構造は利用者のプライバシーが確保されたものでなければならな
い。
　　ニ　プライバシーが確保された居間については、ハの個室以外の宿泊室の面積
に含めることができる。
３～５（略）
（「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」）

（２）第163条 自立訓練（機能訓練）に係る基準該当障害福祉サービス（第219条
に規定する特定基準該当自立訓練（機能訓練）を除く。以下この節において「基準
該当自立訓練（機能訓練）」という。）の事業を行う者（以下この節において「基
準該当自立訓練（機能訓練）事業者」という。）が当該事業に関して満たすべき基
準は、次のとおりとする。



一 指定通所介護事業者であって、地域において自立訓練（機能訓練）が提供さ
れていないこと等により自立訓練（機能訓練）を受けることが困難な障害者に対し
て指定通所介護を提供するものであること。

二 指定通所介護事業所の食堂及び機能訓練室の面積を、指定通所介護の利用者
の数と基準該当自立訓練（機能訓練）を受ける利用者の数の合計数で除して得た面
積が３平方メートル以上であること。

三 指定通所介護事業所の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所が提供する
指定通所介護の利用者の数を指定通所介護の利用者及び基準該当自立訓練（機能訓
練）を受ける利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業
所として必要とされる数以上であること。

四 基準該当自立訓練（機能訓練）を受ける利用者に対して適切なサービスを提
供するため、指定自立訓練（機能訓練）事業所その他の関係施設から必要な技術的
支援を受けていること。
（「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障
害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」）
（３）第172条 自立訓練（生活訓練）に係る基準該当障害福祉サービス（第219条
に規定する特定基準該当自立訓練（生活訓練）を除く。以下この節において「基準
該当自立訓練（生活訓練）」という。）の事業を行う者（以下この節において「基
準該当自立訓練（生活訓練）事業者」という。）が当該事業に関して満たすべき基
準は、次のとおりとする。

一 指定通所介護事業者であって、地域において自立訓練（生活訓練）が提供さ
れていないこと等により自立訓練（生活訓練）を受けることが困難な障害者に対し
て指定通所介護を提供するものであること。

二 指定通所介護事業所の食堂及び機能訓練室の面積を、指定通所介護の利用者
の数と基準該当自立訓練（生活訓練）を受ける利用者の数の合計数で除して得た面
積が３平方メートル以上であること。

三 指定通所介護事業所の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所が提供する
指定通所介護の利用者の数を指定通所介護の利用者及び基準該当自立訓練（生活訓
練）を受ける利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業
所として必要とされる数以上であること。

四 基準該当自立訓練（生活訓練）を受ける利用者に対して適切なサービスを提
供するため、指定自立訓練（生活訓練）事業所その他の関係施設から必要な技術的
支援を受けていること。
（「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障
害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」）
（４）（ア）第54条の２ 児童発達支援に係る基準該当通所支援（以下「基準該当
児童発達支援」という。）の事業を行う者（以下「基準該当児童発達支援事業者」
という。）が当該事業を行う事業所（以下「基準該当児童発達支援事業所」とい
う。）に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。

一 指導員又は保育士 基準該当児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間
帯を通じて専ら当該基準該当児童発達支援の提供に当たる指導員又は保育士の合計
数が、イ又はロに掲げる障害児の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める数以
上
　　イ　障害児の数が十までのもの　二以上

ロ 障害児の数が十を超えるもの 二に、障害児の数が十を超えて五又はその
端数を増すごとに一を加えて得た数以上
　二　児童発達支援管理責任者　一以上
２ 前項第一号の基準該当児童発達支援の単位は、基準該当児童発達支援であっ
て、その提供が同時に一又は複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。
（イ）第54条の３ 基準該当児童発達支援事業所は、指導訓練を行う場所を確保す
るとともに、基準該当児童発達支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければ
ならない。
２ 前項に規定する指導訓練を行う場所は、訓練に必要な機械器具等を備えなけれ
ばならない。
３ 第一項に規定する設備及び備品等は、専ら当該基準該当児童発達支援の事業の
用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、
この限りでない。
（ウ）第54条の４ 基準該当児童発達支援事業所は、その利用定員を十人以上とす
る。
（「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基
準」）



（５）（ア）第71条の２ 放課後等デイサービスに係る基準該当通所支援（以下
「基準該当放課後等デイサービス」という。）の事業を行う者（以下「基準該当放
課後等デイサービス事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「基準該当
放課後等デイサービス事業所」という。）に置くべき従業者及びその員数は、次の
とおりとする。

一 指導員又は保育士 基準該当放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を
行う時間帯を通じて専ら当該基準該当放課後等デイサービスの提供に当たる指導員
又は保育士の合計数が、イ又はロに掲げる障害児の数の区分に応じ、それぞれイ又
はロに定める数以上
　　イ　障害児の数が十までのもの　二以上

ロ 障害児の数が十を超えるもの 二に、障害児の数が十を超えて五又はその
端数を増すごとに一を加えて得た数以上
　二　児童発達支援管理責任者　一以上
２ 前項第一号の基準該当放課後等デイサービスの単位は、基準該当放課後等デイ
サービスであって、その提供が同時に一又は複数の障害児に対して一体的に行われ
るものをいう。
（イ）第71条の３ 基準該当放課後等デイサービス事業所には、指導訓練を行う場
所を確保するとともに、基準該当放課後等デイサービスの提供に必要な設備及び備
品等を備えなければならない。
２ 前項に規定する指導訓練を行う場所は、訓練に必要な機械器具等を備えなけれ
ばならない。
３ 第一項に規定する設備及び備品等は、専ら当該基準該当放課後等デイサービス
の事業の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない
場合は、この限りでない。
（「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基
準」）

特例措置の内容 居間及び食堂並びに宿泊室の面積、職員数について指定小規模多機能型居宅介護の
利用者数と障害児（者）の利用者数の合算数で「指定地域密着型サービスの事業の
人員、設備及び運営に関する基準」を満たすこと、介護保険法による指定小規模多
機能型居宅介護事業者が障害児（者）関係施設から技術的支援を受けること、ま
た、必要な研修を受けた者が個別支援計画、基準該当児童発達支援計画又は基準該
当放課後等デイサービス計画を策定することが、地方公共団体の構造改革特別区域
計画中に定められていることを条件として、小規模多機能型居宅介護を障害児
（者）が利用できるようにする。

同意の要件 特になし
特例措置に伴い
必要となる手続き

特になし

＊この特例措置のうち、基準該当児童発達支援及び基準該当放課後等デイサービスについては、平成
25年10月１日に全国展開されます。


